
月刊 地域保健☆2008☆8月号9

と
な
る
知
識
を
中
心
に
述
べ
る
。

わ
が
国
は
地
理
的
、
地
形
的
、
気
象
的
諸

条
件
か
ら
自
然
災
害
が
発
生
し
や
す
く
、
過

去
に
も
幾
度
と
な
く
、
大
規
模
な
災
害
や
事

故
を
経
験
し
、
そ
れ
を
契
機
に
防
災
体
制
が

強
化
さ
れ
て
き
て
い
る
1）
（
表
１
）。
災
害
救

助
法
で
は
、「
国
、
地
方
公
共
団
体
な
ど
は
国

民
の
協
力
の
下
に
、
被
災
者
の
保
護
と
社
会

の
秩
序
を
図
る
」
と
さ
れ
、
災
害
対
策
基
本

法
で
は
、「
平
常
時
よ
り
市
町
村
が
防
災
計
画

を
作
成
し
、
被
災
後
に
お
い
て
も
被
災
者
の

生
活
支
援
を
含
め
た
第
一
線
で
の
対
応
を
担

う
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
市
町
村
の
地
域
防
災
計
画
と
保

健
師
の
活
動
と
の
関
係
性
を
問
う
実
態
調
査

で
は
2）
、
保
健
師
が
専
門
職
種
と
し
て
役
割

を
発
揮
す
る
位
置
づ
け
で
は
な
い
自
治
体
が

存
在
す
る
。
す
わ
な
ち

「
自
治
体
の
一
職
員
と

し
て
の
役
割
」
と
な
っ

て
い
る
た
め
に
、
被
災

対
策
全
般
に
わ
た
る
業

務
（
避
難
所
業
務
、
物

資
の
調
達
、
各
種
被
災

証
明
事
務
業
務
な
ど
）

へ
従
事
す
る
と
い
っ
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

過
去
の
災
害
時
の
保
健

師
に
よ
る
実
践
活
動
に

も
あ
る
よ
う
に
、
被
災

直
後
か
ら
被
災
者
の
救

命
・
救
護
を
は
じ
め
、

被
災
地
住
民
の
生
命
と

健
康
を
守
る
た
め
に
、

保
健
師
の
専
門
性
を
発

揮
し
た
支
援
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

地
方
自
治
体
職
員
と
し

8

昨
今
の
災
害
の
頻
発
化
、
被
害
規
模
の
拡

大
化
に
、
災
害
支
援
活
動
が
ま
れ
な
業
務
で

は
な
い
と
い
う
認
識
に
概
念
を
変
え
ざ
る
を

え
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
災

害
時
に
、
保
健
師
は
、
被
災
直
後
か
ら
中
長

期
に
わ
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
活
動
を
担
っ

て
き
た
。

一
方
で
、
被
災
地
職
員
と
し
て
の
経
験
、

応
援
支
援
、
未
経
験
な
ど
に
よ
っ
て
、
さ
ら

に
は
各
自
治
体
に
お
い
て
も
、
自
然
災
害
へ

の
認
識
や
備
え
に
は
格
差
が
あ
る
と
い
う
こ

と
も
残
念
な
が
ら
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

ひ
と
た
び
災
害
が
発
生
す
る
と
行
政
の
保
健

師
は
専
門
職
と
し
て
、
ま
た
地
方
自
治
体
職

員
と
し
て
、
直
後
か
ら
支
援
活
動
に
従
事
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

自
然
災
害
発
生
時
の
、
保
健
師
活
動
の
基
本
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表1　主な防災法制度の歩みと災害 

南海地震 

伊勢湾台風 

北陸雪害 

新潟地震 

阪神・淡路大震災 

JOC臨界事故 

台風23号（近畿・四国） 

新潟県中越地震 

北陸豪雪 

石川県能登半島地震 

新潟県中越沖地震 

1,443 

5,098 

231 

26 

6,437 

2 

98 

67 

152 

1 

11

1946 

1959 

1963 

1964 

1995 

1999 

2004 

 

2005 

2007

災害 災害対策に係る法制度（制定年） 指針・通知・ガイドライン等 

防災の日創設（1961） 

防災基本計画（1963） 

震災時における医療対 
策に関する緊急提言 
　　　　　　（1995） 
地域における健康危機 
管理ガイドライン 
　　　　　　（2001） 

日本DMAT活動要領に 
ついて　　　（2005） 
災害時要援護者の避難 
支援ガイドライン 
　　　　　　（2006） 

→災害救助法　　　　　　（1947） 

→地震保険に関する法律　（1966） 

→被災者生活再建支援法　（1998） 

→原子力災害対策特別措置法 
 　　　　　　　　　　　  （1999） 

→災害対策基本法　　　　（1961） 
→激甚災害に対処するための特別の 
　財政援助等に関する法律（1962） 

死者・行方 
不明者数 年 

 

自然災害時

保
健
師
活
動

概
　
論

の

●特集●

奥田博子
国立保健医療科学院
公衆衛生看護部

は
じ
め
に

地
域
防
災
計
画
と

保
健
師
活
動

1



11

る
。
つ
ま
り
、
各
時

期
に
お
け
る
支
援
は

重
層
化
す
る
も
の
で

あ
り
、
す
べ
て
の
活

動
は
連
続
性
を
持
た

せ
て
、
終
息
化
を
目

指
し
て
引
き
継
い
で

い
く
と
い
う
特
性
が

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
活
動

の
展
開
の
た
め
に

は
、
常
に
先
を
見
越

し
た
計
画
が
必
要
と

な
る
。
非
常
時
に
、

予
測
性
を
持
つ
こ
と

は
容
易
な
こ
と
で
は

な
い
が
、
被
災
者
の

生
活
の
場
が
変
化
す

る
き
っ
か
け
に
な
る
、

〝
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の

復
旧
〞
や
〝
医
療
・

保
健
・
福
祉
な
ど
の
関
連
サ
ー
ビ
ス
の
再
開
〞

や
、
仮
設
住
宅
建
設
な
ど
の
〝
行
政
の
被
災

支
援
対
策
全
般
の
見
通
し
〞
な
ど
を
目
安
と

し
て
、
被
災
地
の
状
況
を
総
合
的
に
と
ら
え

る
こ
と
が
そ
の
一
助
と
な
る
。

被
災
後
の
保
健
活
動
は
、
ま
ず
、
被
災
地

の
状
況
や
ニ
ー
ズ
を
総
合
的
に
と
ら
え
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
（
表
４
）。
し
か
し
、
特
に

被
災
の
直
後
は
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
断
絶
に
加

え
、
急
を
要
す
る
対
応
の
殺
到
に
よ
り
、
情

報
収
集
、
連
絡
そ
の
も
の
が
困
難
を
極
め
、

初
期
体
制
の
確
立
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
が

あ
る
。

新
潟
県
中
越
沖
地
震
時
（
Ｈ
19
）
に
新
潟

県
で
は
、
被
災
地
自
治
体
か
ら
本
庁
へ
の
情

報
把
握
が
困
難
を
き
た
し
た
た
め
、
被
災
後

数
時
間
以
内
に
、
本
庁
か
ら
被
災
地
へ
情
報
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て
、
す
べ
て
の
職
員
が
一
様
に
災
害
対
策
業

務
を
担
う
こ
と
と
は
異
な
る
役
割
と
し
て
保

健
活
動
を
計
画
に
位
置
付
け
て
お
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
昨
今
で
は
災
害
の
被
害
規
模
の
拡

大
化
に
伴
い
、
被
災
地
職
員
の
対
応
だ
け
で

は
限
界
が
生
じ
、
地
域
外
職
員
に
よ
る
応
援

が
行
わ
れ
る
災
害
も
頻
発
化
し
て
い
る
。
具

体
的
な
保
健
師
の
活
動
計
画
に
相
当
す
る
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
に
お
い

て
は
、
市
町
村
、
県
保
健
所
の
役
割
分
担
・

連
携
な
ど
に
加
え
、
応
援
職
員
と
の
協
働
に

よ
る
被
災
活
動
の
体
制
の
想
定
な
ど
に
つ
い

て
も
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
。被

災
時
の
保
健
活
動
の
目
的
は
、
被
災
地

の
住
民
の
生
命
や
安
全
の
確
保
を
図
り
、
予

測
さ
れ
る
二
次
的
な
健
康
障
害
の
予

防
に
努
め
、
被
災
地
お
よ
び
被
災
者

の
早
期
復
興
へ
向
け
た
中
長
期
的
な

支
援
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、

災
害
の
種
別
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け

や
す
い
健
康
障
害
や
3）
、
避
難
生
活

な
ど
の
環
境
面
か
ら
起
こ
り
う
る
健

康
課
題
の
予
防
に
つ
い
て
も
、
被
災

後
の
早
期
か
ら
取
り
組
み
が
求
め
ら

れ
て
い
る
（
表
２
）。

さ
ら
に
、
発
生
し
た
災
害
の
種
類
、

規
模
、
時
期
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る

が
、
一
般
的
に
被
災
活
動
は
被
災
後

の
時
間
の
経
過
と
と
も
に
主
な
支
援

内
容
は
変
化
す
る
（
表
３
）。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
各
時
期
の

課
題
が
完
結
し
て
、
次
の
段
階
の
活

動
へ
と
移
行
す
る
も
の
ば
か
り
で
は

な
く
、
む
し
ろ
前
期
の
段
階
の
残
さ

れ
た
取
り
組
み
と
並
行
し
て
、
次
の

段
階
の
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
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表2 代表的な災害と被災がもたらす健康被害

表3 被災後の経過における保健活動

時期

・ライフラインの寸
断、情報混乱・錯綜
・家屋被害などによる
健康障害や生活障害
・災害対策本部の設置

・初期医療チーム
（DMAT等）などに
よる救命救護活動
（救出・救命・救護・
搬送などの緊急対
応）
・被災状況、要援護者
などの安否確認（参
照　表4）
・活動体制整備
（被災地体制整備お
よび応援・派遣要請
の検討など）

・初期体制による継続
支援
・被災地自治体職員で
の対応時期

・避難状況把握と健康
管理
（避難生活ルールづ
くり、環境整備を含
めた調整）
・避難環境などから予
測される二次的健康
障害の予防
・緊急入院、入所、福
祉避難所などの調整
・関係機関連携

発災当日 2～3日

初動体制確立期

・外部支援者が増加
・ライフライン一部復旧
・医療・保健・福祉など
の関連サービスの再開
・被災地復興支援計画
の進捗

・避難所初期体制確立
などの重点支援から
地域活動全体への移
行（在宅、車中泊な
どを含む被災者支
援）
・こころのケア
・関係機関、職種との
連携・調整

数日後～1カ月頃

仮設住宅入居まで

・医療班など外部支援
者の縮小・撤退
・仮設住宅入居
・通常業務再開

・長期的な避難生活に
よる心身の健康障害
への対応
・新たな環境への不適
応などによる健康課
題の予防、早期発見
・仮設住宅など、コミ
ュニティ再生への支
援

1カ月以降

仮設住宅入居～復興期初動体制～緊急対策期

被災地の
一般的
推移

主な
保健活動

災害

・捜索と救護・救援活動
・医療活動
・被害調査、査定

・倒壊家屋などによる骨折、挫
創、打撲などの外傷性疾患
・火災による熱傷
・粉塵による呼吸器障害

・慢性疾患（持病など）の憎悪
・感染症（インフルエンザ、ノ
ロウイルス等）
・熱中症
・クラッシュ症候群
・エコノミークラス症候群
（深部静脈血栓症／肺塞栓症）
・廃用性症候群（生活不活発病）
・タコつぼ型心筋症
・心的外傷、PTSR、PTSD
（心のケア）
・孤独死

・汚水等による伝染性疾患
・感冒、喘息など呼吸器疾患
・瓦礫の飛散などによる外傷
・皮膚疾患

・火砕物、溶岩流などに
よる負傷、熱傷
・ガス、火山灰の吸入に
よる呼吸器障害

被災地活動 一般的に災害がもたらす
健康被害

過去の災害でみられた
主な健康課題

・避難誘導、捜索、救
護・救援活動
・医療活動
・被害調査・査定
・浄水、消毒
・疫学的サーベイランス

・警報と避難
・避難誘導、捜索、救
護・救援活動
・被災者の移住

地震

火山噴火

災
害
時
の
保
健
活
動
の

目
的
と
特
性

2

被
災
状
況
把
握
と

体
制
整
備

3

水害
（台風・
洪水）
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活
動
の
基
本
は
、
平
常
時
の
保
健
師
の
地

区
活
動
を
基
盤
と
し
て
、
避
難
所
を
含
む
被

災
地
域
全
体
に
対
し
て
、
医
療
・
保
健
・
福

祉
の
関
係
機
関
お
よ
び
、
住
民
リ
ー
ダ
ー
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
関
係
支
援
者
と
の
連
携

や
調
整
を
図
り
な
が
ら
必
要
な
支
援
を
実
施

す
る
こ
と
で
あ
る
。

被
災
者
の
多
く
は
、
被
災
に
よ
り
生
活
基

盤
を
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
体
験
に
加
え
、

個
々
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
絡
み
合
っ
て
生
じ

た
不
安
を
か
か
え
不
自
由
な
避
難
生
活
を
強

い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
被
災
に
よ
る

影
響
か
ら
、
生
活
全
般
に
わ
た
る
不
安
を
抱

え
て
お
り
、
時
に
は
健
康
障
害
へ
の
自
覚
を

持
つ
余
裕
す
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
保
健
師

は
、
こ
の
よ
う
な
被
災
者
特
有
の
状
況
を
加

味
し
た
、
多
様
か
つ
潜
在
化
す
る
ニ
ー
ズ
の

中
か
ら
必
要
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
見
極
め

る
ス
キ
ル
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
一
般
的

に
被
害
規
模
に
比
例
し
て
被
災
者
の
避
難
生

活
も
長
期
化
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
対
す

る
配
慮
も
必
要
と
な
る
。

以
下
に
、
被
災
者
の
避
難
の
拠
点
と
な
る

場
所
別
の
、
支
援
活
動
の
ポ
イ
ン
ト
を
述
べ

る
。

①
避
難
所

避
難
所
は
被
災
者
の
た
め
に
応
急
的
に
開

設
さ
れ
る
生
活
の
場
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は

学
校
や
公
民
館
な
ど
の
施
設
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
も
と
も
と
生
活
を
考
慮
し
た
施
設
で
は

な
い
上
に
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
な
ど
が
断
た
れ

た
過
酷
な
環
境
下
に
お
い
て
は
、
人
の
基
本

的
な
生
活
で
あ
る
食
事
・
排
泄
・
清
潔
・
睡

眠
・
移
動
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
、

こ
れ
ら
の
要
因
か
ら
健
康
状
態
に
悪
影
響
を

及
ぼ
す
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
避
難

者
全
体
の
健
康
管
理
や
、
避
難
生
活
環
境
整

備
に
重
点
が
お
か
れ
る
。

ま
た
、
避
難
所
は
一
定
期
間
、
集
団
生
活

の
場
と
な
る
た
め
、
避
難
所
の
生
活
上
の
ル

ー
ル
づ
く
り
（
起
床
、
消
灯
時
間
の
設
定
、

清
潔
の
確
保
等
）
な
ど
も
行
わ
れ
る
。

避
難
者
個
々
に
対
し
て
は
、
巡
回
健
康
相

談
な
ど
の
個
別
ア
プ
ロ
ー
チ
の
手
法
な
ど
に

よ
り
、
要
医
療
・
要
介
護
の
状
況
に
あ
る
被

災
者
に
対
し
て
は
、
関
係
機
関
と
の
連
携
な

ど
に
よ
り
、
す
み
や
か
に
必
要
な
支
援
の
導

入
を
図
る
。

ま
た
、
避
難
所
の
環
境
な
ど
が
及
ぼ
す
健

康
課
題
（
夏
季=

熱
中
症
、
集
団
食
中
毒
な

ど
、
冬
季=

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
な
ど
）

に
対
し
、
健
康
教
育
、
健
康
診
査
等
の
手
法

を
用
い
、
予
防
お
よ
び
早
期
発
見
、
治
療
の

た
め
の
支
援
を
行
う
。

こ
れ
ら
の
支
援
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ

う
に
、
避
難
所
の
運
営
責
任
者
と
の
連
携
・

協
力
体
制
を
持
ち
な
が
ら
継
続
的
に
支
援
を

実
施
す
る
。
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把
握
を
目
的
と
し
た
チ
ー
ム
を
派
遣
し
て
い

る
。
ま
た
、
被
災
地
自
治
体
の
保
健
師
も
、

直
後
か
ら
地
域
管
内
全
域
へ
と
足
を
運
び
、

被
災
の
影
響
や
避
難
所
を
は
じ
め
要
援
護
者

の
状
況
を
把
握
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、

被
災
直
後
の
混
乱
期
、
情
報
が
得
が
た
い
状

況
に
あ
る
場
合
ほ
ど
、
連
絡
を
待
つ
と
い
う

姿
勢
で
は
な
く
、
積
極
的
に
取
り
に
行
く

（
可
能
な
限
り
現
地
へ
足
を
運
ぶ
）
工
夫
を
図

り
、
そ
の
実
情
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
状
況

の
的
確
な
把
握
に
つ
な
が
る
。

一
方
体
制
面
に
お
い
て
は
、
宮
　
ら
の
研

究
班
4）
で
示
し
た
よ
う
に
、
県
外
派
遣
保
健

師
な
ど
、
多
数
の
外
部
支
援
者
を
受
け
入
れ

る
場
合
に
は
、
被
災
地
で
あ
る
市
町
村
お
よ

び
県
保
健
所
の
、
保
健
活
動
の
本
部
部
署
と

な
る
拠
点
に
、
県
内
の
応
援
保
健
師
を
配
置

す
る
な
ど
の
体
制
強
化
を
図
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
被
災
地
域
外
か
ら
の
支

援
者
が
確
保
さ
れ
て
く
る
と
、
医
療
救
護
調

整
、
避
難
所
対
策
、
在
宅
等
へ
の
対
応
な
ど
、

重
点
活
動
ご
と
に
役
割
分
担
に
よ
る
支
援
が

実
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
そ
の
際
に
も
、
市
町
村
の
リ
ー

ダ
ー
保
健
師
や
、
管
轄
県
保
健
師
の
師
長
な

ど
は
、
常
に
各
々
の
活
動
の
経
過
を
総
合
的

に
と
ら
え
、
被
災
地
活
動
の
全
体
の
統
合
・

調
整
を
行
う
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
力
の
発
揮
が

求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
被
災
地
業
務

の
中
で
直
接
的
な
支
援
を
担
う
保
健
師
、
各

業
務
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
保
健
師
、
さ
ら
に

全
体
の
統
括
者
と
い
う
役
割
を
明
確
に
し
た

体
制
の
早
期
確
立
が
重
要
で
あ
る
。

月刊 地域保健☆2008☆8月号

表4 被災状況およびニーズ把握

・被害状況（死者、負傷者、避難所、救護
所などの設置数および状況）
・ライフライン、通信システム、道路・交
通状況
・医療・保健・福祉など在宅ケアに関連す
るケアシステムの稼働状況
・職員の出勤（稼働）状況

・避難所の状況（生活環境、生活物資、防
疫面、プライバシーの確保など）、避難
住民の健康状態
・車中泊、自宅待機者などの状況
・災害時要援護者、要継続支援者の状況

・被災地対策本部などの組織
（被災地自治体における対策や保健活動
の方針）
・二次的健康被害への予防対策

・地域の世帯（集落）分布、地形、気象条
件など
・住民気質など（自ら相談に出向くことが
少ない等）
・健康に影響を及ぼす可能性のある施設の
存在など

被災地の
被害状況や
規模

被災地住民の
避難（生活）
実態および
健康状態

被災地の
ニーズや
支援方針

地域特性

被
災
地
住
民
へ
の

支
援
活
動
内
容

4
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被
災
に
よ
り
一
旦
休
止
し
た
通
常
業
務
は
、

被
災
後
の
急
性
期
が
過
ぎ
る
と
被
災
活
動
と

並
行
し
て
一
部
業
務
か
ら
再
開
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
被
災
地
に
お
け
る
中
長
期
的
な
健

康
課
題
は
、
も
と
も
と
地
域
が
持
つ
健
康
課

題
が
、
被
災
に
よ
っ
て
さ
ら
に
浮
き
彫
り
に

な
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
事

業
の
再
開
に
あ
た
っ
て
は
、
優
先
的
に
再
開

す
る
必
要
の
あ
る
事
業
の
検
討
や
、
事
業
内

容
に
つ
い
て
も
、
被
災
の
影
響
を
考
慮
し
て

見
直
す
内
容
な
ど
を
総
合
的
に
検
討
し
、
事

業
再
開
を
図
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
従
っ

て
、
被
災
後
の
通
常
業
務
の
再
開
は
、
従
来

実
施
し
て
い
た
活
動
の
中
に
、
被
災
地
で
あ

る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
、
地

域
の
関
係
機
関
や
関
係
者
な
ど
、
既
存
の
資

源
を
被
災
地
対
策
の
た
め
に
強
化
整
備
を
図

り
な
が
ら
実
施
し
、
復
興
を
目
指
し
て
い
く

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
業
務
の
再

開
も
、
被
災
地
活
動
の
一
環
と
し
て
と
ら
え

る
認
識
が
必
要
で
あ
る
。

災
害
時
の
保
健
活
動
は
、
あ
ら
か
じ
め
検

討
さ
れ
た
計
画
を
基
本
に
し
た
応
用
が
求
め

ら
れ
、
即
戦
力
の
発
揮
を
迫
ら
れ
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
非
常
時
に
、
専

門
職
と
し
て
活
動
を
実
践
す
る
た
め
に
は
、

日
常
の
業
務
の
体
制
、
記
録
・
管
理
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
な
ど
の
強
化
が
欠
か
せ
な

い
。「
災
害
時
に
備
え
て
」
と
い
う
特
別
な
実

践
と
位
置
付
け
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
と

も
、
そ
の
視
点
を
持
ち
、
日
常
業
務
を
見
直

す
こ
と
そ
の
も
の
が
効
果
的
な
非
常
時
の
対

応
へ
と
つ
な
が
る
。

繰
り
返
さ
れ
る
災
害
時
の
実
践
活
動
を
他

人
事
と
せ
ず
、
多
く
の
尊
い
人
命
や
財
産
が

失
わ
れ
た
代
償
か
ら
得
ら
れ
た
貴
重
な
体
験

を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
受
け
と
め
、
実
践
へ

と
つ
な
げ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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②
在
宅
、
テ
ン
ト
、
車
中
泊

避
難
所
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
が
困

難
な
集
団
生
活
の
場
で
あ
る
た
め
に
、
深
刻

な
健
康
障
害
を
持
っ
て
い
る
な
ど
の
理
由
で

や
む
を
得
ず
、
壊
れ
た
自
宅
、
自
家
用
車
、

テ
ン
ト
な
ど
で
避
難
を
強
い
ら
れ
て
い
る
住

民
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
被
災
者
の
中

に
は
、
平
常
時
に
利
用
し
て
い
た
在
宅
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス
が
被
災
で
一
時
中
断
す
る
な
ど
に

よ
り
、
健
康
障
害
の
悪
化
を
も
た
ら
す
状
況

に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
避
難
所
は
自
治
体
職
員
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
な
ど
の
支
援
従
事
者
を
は
じ
め
、
物

資
や
情
報
な
ど
が
集
ま
り
や
す
い
環
境
に
あ

る
の
に
比
べ
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
途
絶
え
て

い
る
自
宅
な
ど
の
環
境
下
で
は
、
情
報
の
不

足
に
よ
る
不
安
や
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
支
援
が

得
ら
れ
に
く
い
な
ど
の
生
活
上
の
支
障
が
あ

る
。
被
災
地
域
を
広
域
的
に
訪
問
す
る
と
、

こ
の
よ
う
な
生
活
の
不
自
由
さ
や
、
被
災
に

か
か
る
政
策
全
般
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
・
不
満
な
ど
の
訴
え

が
表
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
従
っ
て
、
被

災
地
域
へ
の
訪
問
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
状

況
に
お
か
れ
て
い
る
被
災
者
を
想
定
し
た
上

で
の
対
応
や
、
関
係
機
関
、
関
係
職
種
な
ど

と
の
連
携
が
必
要
に
な
る
。

な
お
、
新
潟
県
中
越
大
震
災
（
Ｈ
16
）
で

は
、
自
家
用
車
や
テ
ン
ト
な
ど
で
避
難
生
活

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
住
民
に
、
エ
コ
ノ

ミ
ー
ク
ラ
ス
症
候
群
の
発
症
例
が
あ
っ
た
。

こ
の
疾
患
に
対
し
て
は
、
車
中
泊
、
テ
ン
ト

泊
の
住
民
だ
け
で
な
く
、
避
難
所
な
ど
の
被

災
者
も
含
め
、
ハ
イ
リ
ス
ク
者
の
早
期
把
握

の
視
点
を
持
ち
、
予
防
の
た
め
の
知
識
啓
発

や
、
健
康
相
談
、
検
診
な
ど
の
支
援
が
必
要

で
あ
る
。

③
仮
設
住
宅

仮
設
住
宅
入
居
者
の
中
に
は
、
避
難
生
活

で
の
蓄
積
し
た
疲
労
に
加
え
、
新
た
な
生
活

環
境
に
対
す
る
不
適
応
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
な

ど
が
誘
因
と
な
っ
て
心
身
の
不
調
を
き
た
す

こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
個
人
の
抱
え
る
生
活

不
安
や
健
康
課
題
な
ど
の
個
人
差
も
、
時
間

の
経
過
と
と
も
に
よ
り
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
は
平
時
か
ら
都
市

型
生
活
に
よ
る
近
隣
関
係
の
希
薄
な
地
域
特

性
に
加
え
、
被
災
時
の
地
域
と
は
離
れ
た
場

所
に
建
設
さ
れ
た
仮
設
住
宅
へ
の
入
居
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
た
め
、
近
隣
と
の
ふ
れ
あ
い

が
一
層
乏
し
い
生
活
環
境
と
な
っ
た
こ
と
な

ど
が
要
因
と
な
り
、
閉
じ
こ
も
り
や
、
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
症
、
孤
独
死
な
ど
が
み
ら
れ
た
。

仮
設
住
宅
の
入
居
が
、
従
来
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
配
慮
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
ほ
ど
、

入
居
者
個
々
の
健
康
状
態
の
把
握
と
、
適
切

な
サ
ー
ビ
ス
提
供
な
ど
の
個
別
支
援
に
加
え
、

仮
設
住
宅
内
で
の
見
守
り
の
た
め
の
声
か
け

運
動
の
組
織
化
な
ど
、
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
形
成
を
促
す
地
域
支
援
な
ど
の
活
動
も

必
要
に
な
る
。
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